


江府町営交通支援員地域おこし協力隊設置要綱 

 

                                                         江府町告示第 71号 

（趣旨） 

第1条 江府町では、町及び町営交通の運行委託先業者と連携し、地域住民の移動手段確保のため地

域交通の課題解決に向けた運行支援を行い、より充実した中山間地域での持続可能な公共交

通サービスの提供を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(令和６年１０月１０日付総行応第２７８

号)に基づき、江府町営交通支援員を地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)として設置し、こ

れに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(協力隊の活動) 

第2条 協力隊は、「江府町営交通支援員」として運行委託先業者と連携し、次に掲げる業務に従事し次

に掲げる活動・支援を行う。 

   １）江府町営交通の運転業務（町営バス・タクシー） 

   ２）江府町営交通の運行支援 

   ３）公共交通の運行調査等 

 

(地域おこし協力隊員) 

第 3条 地域おこし協力隊の隊員(以下、「隊員」という。)は、次の要件を全て満たす者のなかから、町長が

委嘱する。 

１）地域になじみ、心身ともに健康で、住民と協力しながら地域活動に取り組むことができる者 

２）三大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎・山村・離島・半島等の地域に該当しない市町村）か

ら江府町に住所（住民票）を移し、居住できる者 

※ただし、江府町内において移動した者及び採用前に既に江府町内に定住・定着している者（既に

住民票の移動が行われている者等）については、原則として含まない。 

 

(隊員の委嘱期間) 

第 4条 隊員の委嘱期間は、1年間とし、最長 3年間まで延長することができるものとする。 

2 委嘱を延長する場合は、1年を超えない期間で委嘱期間を延長することとする。 

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるも 

のとする。 

 

(隊員の身分及び活動形態等) 

第 5条 隊員は、町の委嘱を受け、活動対価としての基本給相当報償費(以下、「報償費」という。)の支給

を運行委託先業者から受けるものとし、町との雇用関係は存在しないものとする。 

2 隊員は、運行委託先業者の指示及び町との協議により、活動を行わなければならないものとする。 

3 隊員の活動時間は、江府町営交通営業所の就業規則に準ずるものとする。 

 



4隊員は、活動の状況について、毎月 10日までに前月分の活動内容をまとめた活動報告書を町長に

提出しなければならない。 

5 町長は、次に定める場合には、隊員の委嘱を取り消すことができる。 

(1)法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。 

(2)心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(3)自己の都合により、退任の願いがあったとき。 

(4)活動に必要な適格性を欠くとき。 

(5)協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。 

(6)協議なく住所を移したとき。 

 

(活動に関する経費) 

第 6条 町長は、第 2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。 

その所有権は町に帰属するものとする。ただし、消耗品についてはその限りでない。 

審査が必要なものは、退任時に活動報告書を確認し、町長と委嘱者で相談の上、決定する。 

 

(秘密を守る義務) 

第 7条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様と 

する。 

 

(町の役割) 

第 8条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものと 

する。 

(1)地域おこし協力隊活動に関するコーディネート 

(2)地域等との調整及び住民への周知 

(3)地域への定住のためのサポート 

(4)その他、円滑な協力隊活動に必要な事項 

 

 (委任) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年 10月 24日から施行する。 


